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平素は当社の管理業務につきまして、ご理解をいただき誠にありがとうございます。
　 早速ですが、本日近隣の方より当方へ苦情が寄せられました。
内容は、ペットを飼っている部屋からの鳴き声が騒がしいこと、また、猫がベラン

ダへ侵入してきたというものです。
　 皆様には、既に契約時にご説明し、ご承知いただいていることですが、賃貸借契約
では「動物の飼育（一時の預かり含）」および「近隣の迷惑となり共同生活を乱す行為」
は禁止されております。こうした行為を行うことは、契約内容の重要な債務不履行で
あって解除の事由にも該当します。
　 万一、このご注意のあとにも同様の苦情が寄せられたり、その行為を発見した場合
は、賃貸借契約を解除するとともに、汚損・破損が生じた箇所の修理費用の全額、及
び、違約金を請求させていただくこととなります。
　 きわめて重要な契約事項ですので、重ねてご注意を申し上げます。
　 今回のご注意は全室へ投函させていただいたおります。一部の行為の為に、お心
当たりのない方へは不快な思いをさせたことをお詫び申し上げます。
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（管理会社）


○○○○管理株式会社
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